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１【提出理由】

当社は、2021年６月29日開催の第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年６月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

   １株につき金19円50銭　　総額1,759,010,526円

③　効力発生日

　 2021年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、当社定款第21条(任期)の取

締役の任期を現行の２年から１年に変更する。

第３号議案　取締役12名選任の件

取締役として、鈴木幸一、勝栄二郎、村林聡、北村公一、渡井昭久、川島忠司、島上純一、米山直

志、小田晋吾、塚本隆史、佃和夫及び岩間陽一郎を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田中正子を選任する。

第５号議案　取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額５億円以内から年額６億円以内(うち社外取締役は年額5,000万円以内)に

改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

815,429 198 0 (注)１ 可決 99.98

第２号議案
定款一部変更の件

815,452 175 0 (注)２ 可決 99.98

第３号議案
取締役　名選任の件

   

(注)３

  

鈴木　幸一 775,697 39,924 0 可決 95.10

勝　栄二郎 784,766 30,855 0 可決 96.22

村林　　聡 798,239 17,382 0 可決 97.87

北村　公一 800,234 15,387 0 可決 98.11

渡井　昭久 799,190 16,431 0 可決 97.98

川島　忠司 799,399 16,222 0 可決 98.01

島上　純一 799,396 16,225 0 可決 98.01

米山　直志 799,323 16,298 0 可決 98.00

小田　晋吾 722,624 92,997 0 可決 88.60

塚本　隆史 776,186 39,435 0 可決 95.16

佃　　和夫 800,926 14,695 0 可決 98.20

岩間　陽一郎 806,175 9,446 0 可決 98.84
 

第４号議案
監査役１名選任の件

807,174 8,453 0 (注)３ 可決 98.96

第５号議案
取締役の報酬等の額
改定の件

814,545 849 233 (注)１ 可決 99.87

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の

賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成に

よる。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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